
栃木県公共事業事前評価 自己評価書【 県土整備部 街路事業】 資料３ －２  

事 業 の 概 要 担当課： 都市整備課 

事業名 街路づく り 事業 
事業

主体 
 栃木県 

事業箇所 
那須塩原都市計画道路３ ･４ ･８ 号藤原

ふじ わら

西那須野
に し な す の

線
せん

 五軒町
ご けんち ょ う

工区 

那須
な す

塩原
し おばら

市五軒町
ご けんち ょ う

一丁目
いっ ち ょ う め

～那須
な す

塩原
し おばら

市五軒町
ご けんち ょ う

四丁目
よ んち ょ う め

 

事業の目的、 事業発案の経緯・ 背景  

本都市計画道路は、 Ｊ Ｒ 宇都宮線西那須野駅を 起点と し て、 国道４ 号と 交差し 、 東北自動車道西那須野塩原

Ｉ Ｃ を 結ぶ幹線道路であり 、 市街地の骨格を形成する重要な路線である。  

本路線は、 Ｊ Ｒ 西那須野駅西口の中心市街地に位置し 、 沿道には商店や住宅が連立し ているが、 歩道が狭隘

であり 、 電柱も 乱立し ているこ と から 、 安全で円滑な通行空間の確保、 及び良好な街なみ景観の形成が求めら

れている。  

こ のため、 本事業は現道を 拡幅し 、 電線類を地中化するこ と で、 安全で円滑な通行空間を確保すると と も に、

良好な街なみ景観の創出を 図るも のである。  

 

事業内容  

・ 都市計画道路3 ・ ４ ・ ８ 号藤原西那須野線と 整合し た、 現道を 拡幅する計画である。  

・ 総 延 長 ： 5 0 0 m  

・ 計画交通量： 9 ,5 0 0 台／日 

・ 道路区分 ： 第4 種第2 級 

・ 車 線 数 ： 2 車線 

・ 標準幅員 ： １ 5 .0 ｍ（ 車道3 .0 ｍ×2 、 歩道3 .0 ｍ×2 、 自転車通行帯1 .5 ｍ×2 ）  

  

事業予定 

期間 

令和４ 年度～令和１ ０ 年度（ 予定）  

事業見込額 

及び内訳 

総事業費 約１ ２ 億円 

【 事業スケジュ ール（ 予定） 】  

用地調査： 令和４ 年度～ 

用地取得： 令和５ 年度～令和７ 年度 

工事実施： 令和６ 年度～令和１ ０ 年度 

事業費 

内 訳 

測量設計費：   約 １ 億円 

用地補償費：   約 ５ 億円 

工 事 費：   約  ６ 億円 

財源 

内訳 

国 費 ：  ５ ５ ％ 

県 費 ：  ４ ５ ％ 

事業概要図  

別紙記載 

 

県計画への位置付け  

・ 「 県土づく り プラ ン2 0 2 1 」 ： 重点施策「 誰も が安全で安心し て利用でき る道づく り 」 と し て位置づけら れて

いる 。  

・ 「 栃木県無電柱化推進計画」 ： 安全・ 円滑な交通確保、 景観形成の観点から 必要な道路と し て位置づけ予定

である。 （ R3 年度末）  

・ 「 栃木県国土強靱化地域計画」 ： 幹線道路の無電柱化箇所と し て位置づけ予定である。 （ R3 年度末）  

・ 「 那須塩原都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針」 ： 拠点地区間や周辺地域と の移動や連携の促進を 図

る 都市内連携軸に位置づけら れている。  

 

他計画・ 他事業と の関連  

・ ｢那須塩原市都市計画マスタ ープラ ン｣： 魅力ある中心市街地の景観形成を目標と し た、 整備すべき幹線道路

に位置づけら れている。  

・ 「 バリ アフ リ ー法に基づく 特定道路」 ： 高齢者、 障害者等の移動円滑化が必要な道路と し て位置づけら れて

いる 。  

・ 「 （ 都） 藤原
ふじ わら

西那須野
に し な す の

線 永田町
ながたち ょ う

工区」 ： 同都計路線の南側隣接区間において、 平成2 6 年度に事業完了。  
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事 業 の 評 価  

評 
 
 

価 
 
 

の 
 
 

視 
 
 

点 

1. 事業の必要性 

・ 都市の骨格を 担う 道路と し て、 都市計画決定さ れた道路である。  

・ 歩道が狭隘で電柱も 乱立する危険な状況であるこ と から 、 歩行者・ 自転車の安全を

確保する必要がある。  

・ Ｊ Ｒ 西那須野駅を中心と し た、 良好な街なみ景観を 創出する必要がある。  

2. 事業の適時性 

（ 今事業に着手する

理由等）  

・ Ｊ Ｒ 西那須野駅から 国道４ 号までの区間において、 安全で円滑な通行空間の確保、

良好な街なみ景観の創出を 図るため、 本事業を実施するこ と で、 一連区間と し て道

路の整備効果を高める 必要がある 。  

3. 事業の適地性 ・ ルート 等は、 都市計画道路3 ・ ４ ・ ８ 号藤原西那須野線と 整合する計画である。  

4. 事業手法の適切性 

（ 県が事業主体と な

る 理由等）  

・ 県道西那須野停車場線であり 、 道路管理者と し て県が事業を 実施する。  

 

 

 

 

5. 事業により 予想さ

れる効果及び影響 

 

・ 機能的な効果 

・ 経済的な効果 

・ 他計画、 他事業へ 

の波及効果 

・ 環境への影響など  

・ 歩道、 路肩の拡幅及び無電柱化を 実施するこ と で、 歩行者・ 自転車の安全で円滑

な通行空間が確保さ れる。  

 

・ 無電柱化を 実施するこ と で良好な街なみ景観が創出さ れる。  

6. 事業コ スト 縮減等

の可能性 

 

 

 

・ 無電柱化の低コ スト 手法（ 浅層埋設、 小型ボッ ク ス等） の活用により コ スト 縮減を

図る。  

・ 再生材の利用や、 建設発生土の公共工事間流用に努め、 コ スト 縮減を 図る 。  

 

 

 

事業の対応方針( 案)  本事業については、 令和４ 年度よ り 着手する。  
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事 業 概 要 図

【標準横断図】

事業位置
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②永田町工区（整備済区間）

至 国道4号

至 西那須野駅

①歩道および自転車通行空間が狭隘、電柱が乱立

至 国道4号

至 西那須野駅
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